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国
民
健
康
保
険
税
は
、
こ
れ
ま
で
、
国

保
加
入
者
の
医
療
費
を
賄
う
「
医
療
分
」

と
、
介
護
保
険
制
度
へ
の
納
付
金
を
賄
う

「
介
護
分(

課
税
対
象
は
40
歳
か
ら
64
歳
ま

で)

」
の
２
本
立
て
で
し
た
が
、
今
年
度

か
ら
は
、
こ
の
二
つ
に
、「
支
援
分
」
の

項
目
が
加
わ
り
ま
す(

図
１
参
照)

。

こ
れ
は
、
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
医

療
制
度(

長
寿
医
療
制
度)

に
対
し
、
74
歳

以
下
の
人
た
ち
も
お
金
を
出
し
合
い
、
支

援
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

新
た
に
「
支
援
分
」
が
加
わ
っ
た
こ
と

で
国
保
加
入
者
の
負
担
が
こ
れ
ま
で
よ
り

増
え
な
い
よ
う
に
、
今
年
度
の
「
医
療
分
」

と
「
支
援
分
」
を
合
わ
せ
た
所
得
割
・
均

等
割
・
平
等
割
の
税
率(

額)

が
、
昨
年
度

の
「
医
療
分
」
と
同
じ
く
な
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。
た
だ
し
、
課
税
限
度
額
は
こ
れ

ま
で
の
「
56
万
円
」
か
ら
「
59
万
円
」
に

増
え
て
い
ま
す
。

な
お
、「
介
護
分
」
の
税
率(

額)

は
昨
年

度
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

75
歳
以
上
の
か
た
が
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
、
そ
の
配
偶
者
や
同
居
し

て
い
る
家
族
が
国
保
に
加
入
し
て
い
る
場

合
は
、
国
保
税
が
次
の
よ
う
に
軽
減
さ
れ

ま
す(

下
図
の
例
を
参
照)

。

軽
減
①
▼
国
保
に
加
入
し
て
い
た
か
た
が

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
、
国

保
加
入
者
が
１
人
に
な
っ
た
場
合

軽
減
内
容
…
医
療
分
・
支
援
分
の
平
等

割
が
半
額
に
な
り
ま
す(

５
年
間)

軽
減
②
▼
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
た
か
た
が
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
、
そ
の
被
扶
養
者
と
な
っ

て
い
た
65
歳
以
上
の
か
た
が
国
保
に
加

入
し
た
場
合

軽
減
内
容
…
医
療
分
・
支
援
分
の
所
得

割
が
０
円
に
、
均
等
割
が
半
額
に
な
り

ま
す(

２
年
間)

※
②
の
場
合
で
、
そ
の
ほ
か
に
国
保
加
入
者

が
い
な
い
場
合
は
、
平
等
割
の
半
額
が
減

額
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
一
定
の
所
得
以

下
の
世
帯
で
、
７
割
・
５
割
の
軽
減(

法
定

軽
減)

に
該
当
し
、
す
で
に
均
等
割
・
平
等

割
の
半
額
以
上
が
減
額
に
な
っ
て
い
る
世

帯
を
除
き
ま
す
。

負
担
が
増
え
な
い
よ
う
に

税
率
を
調
整
し
て
い
ま
す

75
歳
以
上
の
か
た
が
い
る

世
帯
の
軽
減
制
度

平
成
20
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税(

国
保
税)

の

納
税
通
知
書
を
、
６
月
27
日
(金)
に
お
送
り
し
ま
す
。

な
お
、
６
月
に
40
歳
に
な
る
か
た(

昭
和
43
年
６

月
２
日
〜
７
月
１
日
生
ま
れ)
が
い
る
世
帯
に
は
、

７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

納
税
通
知
書
を

６
月
27
日
(金)
に
発
送
し
ま
す

国
保
税
の
内
訳
に
「
支
援
分
」

を
加
え
ま
し
た

国
民
健
康
保
険
税

軽減①の例

軽減②の例

２人とも国保の
被保険者

夫は会社の健康保
険の被保険者、妻
は夫の被扶養者

後期高齢者
医療制度の
被保険者に

国保の
被保険者に

後期高齢者
医療制度の
被保険者に

国保の被保
険者に(保険
税が発生)

医
療
分

40歳未満 40歳～64歳 65歳～74歳

介護分

医
療
分

支
援
分

医
療
分

医
療
分

医
療
分

支
援
分

医
療
分

支
援
分

介護分

図１　国民健康保険税の内訳が変わります

→

→

↓ ↓ ↓

夫：76歳
妻：72歳

夫：77歳
妻：73歳

75歳以上のかたがいる世帯の軽減(例)

●支援分を追加して、医療分の税率(額)を下げました

20年度から 20年度から
20年度から



所得の減少や失業などで、国民年金保険料の納付

が困難な場合、本人の申請により免除される「申請

免除制度」があります。

免除申請を受け付け

免除・猶予申請は…国保年金課☎(866)2097
免除の継続通知は

…秋田社会保険事務所☎(865)2399

全額免除 全額の納付を免除します。免除期間は
受給資格期間に入り、３分の１が年金額に反映し
ます
４分の３免除 納付額3,600円を納付すると、免
除期間は受給資格期間に入り、２分の１が年金額
に反映します　
半額免除 納付額7,210円を納付すると、免除期
間は受給資格期間に入り、３分の２が年金額に反
映します　
４分の１免除 納付額10,810円を納付すると、
免除期間は受給資格期間に入り、６分の５が年金
額に反映します　
若年者納付猶予 全額の納付を猶予します。猶予
期間は受給資格期間に入りますが、年金額には反
映されません
免除・猶予の承認を受けた保険料は追納できます
…10年以内であれば、国民年金保険料をさかの
ぼって納める(追納)ことができます。追納すると、
将来の年金額は通常どおり納めた場合と同じくな
ります。
＊学生を対象にした「学生納付特例」については、
国保年金課にお問い合わせください。

免除の種類と納付額(月額)など

申請期間

平成19年７月から平成20年６月までの分
７月31日(木)まで
平成20年７月から平成21年６月までの分
７月１日(火)から来年７月31日(金)まで

申請に必要なもの・申請窓口

年金手帳、印鑑のほか、失業や災害が理由のかた
は、その事実を証明できるもの(雇用保険受給資格
者証、離職票、り災証明書など)を持って、国保年
金課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サービスセン
ター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺
連絡所で手続きしてください。
＊免除の継続の手続きをしているかたは、社会保
険事務所からの通知をご覧ください。

問い合わせ

国保税は、「医療分」「支援分」「介護分」のそれぞれの所
得割・均等割・平等割を合算して算定します。
また、所得の申告をしていて、前年中の所得が一定額

以下の場合は均等割額と平等割額の一部が減額されます。

医療分

国保税
(年額)

＋

＋

＝

平成19年１月～12月の
総所得額(※)ー33万円 9.22％

40歳未満　 【医療分】＋【支援分】
40歳～64歳 【医療分】＋【支援分】＋【介護分】
65歳～74歳 【医療分】＋【支援分】

国保税の計算方法

※総所得額について…１人で複数の所得がある場合は、合計し
てから基礎控除額(33万円)を引き、医療分、支援分、介護
分の税率をかけます。なお、昭和15年１月１日以前に生ま
れ、平成16年から公的年金を受給していたかたを対象にし
た特別控除は、昨年度で終了しました。

×

国民年金保険料の

加入(対象者)の人数 22,960円×

１世帯あたり28,690円

所得割額

均等割額

平等割額

支援分

平成19年１月～12月の
総所得額(※)ー33万円 2.51％×

加入(対象者)の人数 6,620円×

１世帯あたり7,450円

所得割額

均等割額

平等割額

介護分
平成19年１月～12月の
総所得額(※)ー33万円 2.88％×

加入(対象者)の人数 8,950円×

１世帯あたり8,570円

所得割額

均等割額

平等割額

新

課税対象は
40歳～64歳
のかた

税率
…
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世
帯
主
が
後
期
高
齢
者
で
、
ご
家
族
が

国
保
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
は
、
引
き
続

き
世
帯
主
の
か
た
が
国
保
税
の
納
税
義
務

者
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
現
在
、
口
座
振

替
納
付
を
ご
利
用
中
の
世
帯
は
、
変
更
・

解
約
な
ど
の
申
し
出
が
な
い
場
合
、
引
き

続
き
同
じ
口
座
か
ら
国
保
税
を
振
り
替
え

し
ま
す
。

問い合わせは国保年金課へどうぞ

●課税内容…賦課担当☎(866)2099
●納付…収納推進室☎(866)2189
●口座振替・特別徴収…収納管理担当☎(866)2618

■
年
金
か
ら
の
天
引
き
は
21
年
度
か
ら

■
世
帯
主
が
後
期
高
齢
者
で
あ
る
場
合
の

口
座
振
替

国
保
の
加
入
者
全
員
が
65
歳
〜
74
歳
の

世
帯
に
対
す
る
国
保
税
の
年
金
か
ら
の
天

引
き(

特
別
徴
収)

は
、
平
成
21
年
度
か
ら

始
め
る
予
定
で
す(

20
年
度
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す)

。




